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 令和６年竹田市議会第１回定例会を招集申し上げましたところ、ご繁忙の中ご参

集いただき、厚くお礼を申し上げます。 

 本定例会に提出いたしました案件は、予算案２１件、人事案１件、条例案１４件、

一般案１２件の計４８件であります。 

 それでは、提出いたしました諸議案につきまして、案件ごとに提案理由の説明を

申し上げます。 

 

 

議案第３号 

   令和５年度竹田市一般会計補正予算（第７号）について 

 

 今回の補正額は、歳入歳出ともに１０億７，２５０万１千円の減額で、予算総額

を２１５億４，６０８万円とするもので、令和５年度事業費の確定による減額補正

予算が主体となっております。 

 主な内容について、歳出からその概要を申し上げます。 

 総務費では、退職手当１億９，３４３万円を増額計上し、企画費５，３０３万８

千円、財産管理費８，０３７万７千円、基金費３，３７２万４千円をそれぞれ減額

計上しております。 

 民生費では、社会福祉総務費５，４３７万４千円、老人福祉費４，０６７万５千

円、児童福祉総務費３，０６６万４千円、児童福祉施設費４，３７２万３千円をそ

れぞれ減額計上しております。 

 衛生費では、保健衛生総務費１，５１０万円、予防費３，６２１万円、浄光園費

１，３００万５千円をそれぞれ減額計上しております。 

 農林水産業費では、林業振興費５，２３８万３千円を増額計上し、農業振興費３，

６６８万７千円、園芸振興費２，５２４万３千円、畜産業費７，０２６万１千円を

それぞれ減額計上しております。 

 商工費では、観光費１，３６８万７千円を増額計上し、観光施設等管理費７０４

万９千円を減額計上しております。 

 土木費では、市営急傾斜地崩壊対策事業費１，９９５万１千円、都市計画総務費

１，１１４万５千円、都市計画街路事業費１，０８２万４千円、住宅建設費１，０

５２万９千円をそれぞれ減額計上しております。 

 消防費では、常備消防費５５８万４千円を減額計上しております。 
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 教育費では、事務局費１，６６２万４千円、岡城跡保存整備事業費２，０９２万

２千円をそれぞれ減額計上しております。 

 災害復旧費では、農林水産施設災害復旧費２億６，３００万円、公共土木施設災

害復旧費６，８００万円をそれぞれ減額計上しております。 

 一方、歳入では、市税１５万円、地方交付税８，５６０万２千円をそれぞれ増額

計上し、分担金及び負担金４，５８３万１千円、使用料及び手数料１，２６４万４

千円、国庫支出金１億３，１５５万５千円、県支出金２億９，９７４万２千円、財

産収入５５４万円、寄附金１億２，１６９万３千円、繰入金３億６，３４４万円、

諸収入１，１６０万８千円、市債１億６，６２０万円をそれぞれ減額計上しており

ます。 

 併せて、債務負担行為の補正を行っております。 

 

 

議案第４号 

   令和５年度竹田市立こども診療所特別会計補正予算（第２号）について 

 

 今回の補正額は、歳入歳出ともに１，６３７万１千円の減額で、予算総額を１億

８７万７千円とするものであります。 

 その内容は、歳出では、総務費１，０００万１千円、医業費６３７万円をそれぞ

れ減額計上しております。 

 歳入では、診療収入５５５万４千円、使用料及び手数料６８６万８千円、財産収

入７万３千円、繰入金３８７万６千円をそれぞれ減額計上しております。 

 

 

議案第５号 

   令和５年度竹田市長湯温泉療養文化館特別会計補正予算（第２号）について 

 

 今回の補正額は、歳入歳出ともに８４万８千円の減額で、予算総額を５，８００

万８千円とするものであります。 

 その内容は、歳出では施設費８４万８千円を減額計上しております。 

 歳入では、繰入金１，５４４万１千円を増額計上し、事業収入１，６２８万９千

円を減額計上しております。 



3 

 

議案第６号 

   令和５年度竹田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

 今回の補正額は、歳入歳出ともに４，５３９万４千円の減額で、予算総額を３４

億５，６９５万８千円とするものであります。 

 その内容は、歳出では、総務費２７万５千円、諸支出金２９万１千円をそれぞれ

増額計上し、国保事業費納付金４，５０２万７千円、基金積立金９３万３千円をそ

れぞれ減額計上しております。 

 歳入では、国庫支出金３９万３千円を増額計上し、国民健康保険税３，５３４万

円、県支出金１１万８千円、財産収入９３万３千円、繰入金８３９万６千円、諸収

入１００万円をそれぞれ減額計上しております。 

 

 

議案第７号 

   令和５年度竹田市後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 今回の補正額は、歳入歳出ともに３００万２千円の減額で、予算総額を４億４，

９３８万３千円とするものであります。 

 その内容は、歳出では、総務費３００万２千円を減額計上しております。 

 歳入では、繰入金３００万２千円を減額計上しております。 

 

 

議案第８号 

   令和５年度竹田市介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

 今回の補正額は、歳入歳出ともに９，７２５万１千円の減額で、予算総額を３６

億４，３９４万６千円とするものであります。 

 その内容は、歳出では、保険給付費７，８５０万円、地域支援事業費１，７０３

万８千円、基金積立金１７１万３千円をそれぞれ減額計上しております。 

 歳入では、保険料４５万４千円、国庫支出金２，６５５万８千円、支払基金交付

金２，５２１万３千円、県支出金１，５３５万３千円、財産収入１７１万３千円、

繰入金２，７９６万円をそれぞれ減額計上しております。 
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議案第９号 

   令和５年度竹田市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第３号）について 

 

 今回の補正額は、歳入歳出ともに３，１４１万８千円の減額で、予算総額を２億

１６２万７千円とするものであります。 

 その内容は、歳出では、総務費３９万８千円、浄化槽整備費２，９５１万円、公

債費１５１万円をそれぞれ減額計上しています。 

 歳入では、使用料及び手数料１９２万５千円、諸収入１０万９千円をそれぞれ増

額計上し、分担金及び負担金４９２万３千円、国庫支出金８２８万円、財産収入８

万４千円、繰入金３２６万５千円、市債１，６９０万円をそれぞれ減額計上してい

ます。 

 

 

議案第１０号 

   令和５年度竹田市水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

 今回の補正額は、収益的支出の営業費用５４万７千円を減額計上し、収益的支出

の総額を１億５，７６４万９千円とするとともに、収益的収入の営業収益８万円を

増額計上し、収益的収入の総額を１億６，４２９万９千円とするものであります。 

 また、資本的支出の建設改良費２，８６２万円を減額計上し、資本的支出の総額

を７，２８０万９千円とするとともに、資本的収入の企業債１，１７０万円を減額

計上し、資本的収入の総額を１，５１６万円とするものであります。資本的収支の

不足額につきましては、当年度分損益勘定留保資金等により補填しております。 

 

 

議案第１１号 

   令和５年度竹田市簡易水道事業会計補正予算（第４号）について 

 

 今回の補正額は、収益的支出の営業費用２９万５千円を減額計上し、収益的支出

の総額を２億３，５００万３千円とするとともに、収益的収入の営業外収益１，１

２９万３千円を増額計上し、営業収益３１９万７千円を減額計上し、収益的収入の

総額を２億４，３５４万９千円とするものであります。 
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 また、資本的支出の建設改良費５，７１３万３千円、企業債償還金１４８万円を

それぞれ減額計上し、資本的支出の総額を１億２，１８０万１千円とするとともに、

資本的収入のその他資本的収入６５０万円を増額計上し、企業債５，２２３万円、

他会計出資金５，４３２万５千円をそれぞれ減額計上し、資本的収入の総額を３，

４６６万７千円とするものであります。資本的収支の不足額につきましては、当年

度損益勘定留保資金等により補填しております。 

 

 

議案第１２号 

   令和５年度竹田市農業集落排水事業会計補正予算（第４号）について 

 

 今回の補正額は、収益的支出の営業費用２９４万１千円を増額計上し、収益的支

出の総額を９，０２２万８千円とするとともに、収益的収入の営業外収益９７０万

１千円を減額計上し、収益的収入の総額を１億１，６１０万円とするものでありま

す。 

 また、資本的支出の企業債償還金１００万円を減額計上し、資本的支出の総額を

８，１５０万４千円とするとともに、資本的収入の補助金５０万円を減額計上し、

資本的収入の総額を３，２０１万８千円とするものであります。資本的収支の不足

額につきましては、当年度利益剰余金等により補填しております。 

 

 

議案第１３号 

   令和６年度竹田市一般会計予算について 

 

 竹田市一般会計の当初予算については、令和５年３月に策定した「第２次竹田市

総合計画」における、竹田市の将来像「ひとが輝き 未来へつなぐ いのち溢れる

まち『竹田』」を実現するため、①産業の分野では「働く人がいきいきと輝く 活力

のまち」、②健康福祉の分野では「安心して年齢を重ね生活できる 健康長寿のまち」、

③子育て・教育・文化の分野では「子どもも大人も共に成長する 育みのまち」、④

生活基盤の分野では「誰もが快適に生活できる 安全・安心のまち」、⑤環境の分野

では「自然とともに暮らしを愉しむ エコのまち」、⑥行財政の分野では「堅実財政

で未来へ投資する 持続可能なまち」という６つの「まちづくりの柱」に基づき、
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市民一人ひとりの暮らしに寄り添い、持続的に発展できる竹田市づくりを推進する

予算編成を行いました。 

 予算総額は、２０６億３，４３６万８千円で、令和５年度当初予算と比べて３億

８，１６７万１千円、率にして１．９％の増額となっております。 

 主な事業について、歳出からその概要を申し上げます。 

 産業の分野では、野菜・果樹の産地化を図るため、資器材の導入などに対して助

成を行い、生産拡大対策に取り組みます。また、人手不足が深刻化する中、外国人

技能実習生等の就労・居住環境整備に取り組む事業者に対して補助するとともに、

相談窓口を開設し、受入環境を整備することで、労働者不足の解消を図ります。 

 健康福祉の分野では、発症に伴う重症化及び予防を図るため、帯状疱疹ワクチン

接種に対して助成を行い、市民の健康維持及び負担軽減に努めてまいります。また、

訪問介護員を育成するため、初任者研修を実施し、介護人材の確保を図ります。 

 子育ての分野では、子育て環境の更なる充実を目指して、３歳未満の第１子の保

育料について、認可保育施設については無償化、認可外保育施設については大幅な

軽減を引き続き実施します。また、こども医療費の自己負担額に対する助成につい

て、高校生等まで拡大し、子育て世帯の負担軽減を図ります。 

 教育の分野では、学校におけるデジタル教育環境の向上を図るため、デジタル教

材を活用し、個々の児童生徒に最適な学びの実現を推進するとともに、学校と家庭

及び地域の連絡システムを双方化し、教育現場の課題解決やよりよい教育環境の実

現を目指します。また、地域コミュニティの核となる公民館活動の活性化を図るた

め、地域課題の解決につながる公民館事業に対して助成を行います。 

 生活基盤の分野では、高齢者世帯の住宅火災の予防等を図るため、高齢者世帯等

の住宅用火災報知器購入に対し助成を行います。また、都市計画区域内の店舗及び

集合住宅において、新たに合併処理浄化槽を設置する費用に対し助成を行い、地域

の活性化及び水質保全を目指します。 

 環境の分野では、老朽化した浄光園を時代に適応した施設に再整備を行い、利用

者の利便性向上を図ります。また、河川敷の改修を行う「玉来川かわまちづくり事

業」において、交流施設などの整備を行い、地域の賑わい創出に取り組みます。 

 行財政の分野では、マイナンバーカードを利用した「書かない窓口」を実現し、

自宅からの事前申請や予約サービスの充実を図るとともに、窓口キャッシュレスサ

ービスを導入することにより、行政サービスの更なる向上に繋げていきます。また、

市民との双方向コミュニケーションを目指し、竹田市公式ＬＩＮＥの機能拡充を行
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い、市民の多様なニーズに合わせた情報発信に努めてまいります。 

 歳入では、市税が１９億８，８２４万４千円で、前年度比で２，５８３万２千円、

率にして１．３％の増額となっております。これは、主に固定資産税の増収による

ものと見込んでおります。 

 地方交付税は７６億５千万円で、前年度比で１億円、率にして１．３％の増額を

見込んでおります。 

 国庫支出金は、２０億３，６３９万４千円、前年度比で１億２，１２５万３千円、

率にして６．６％の減額を見込んでおります。その主なものは、災害復旧費負担金

の減額などであります。 

 県支出金は、２１億３５１万６千円、前年度比で８億９，２１１万７千円、率に

して２９．８％の減額を見込んでおります。その主なものは、災害復旧費補助金の

減額などであります。 

 市債は、２６億８，８０９万１千円、前年度比で１２億１，０１１万円、率にし

て８１．９％の増額を見込んでおります。その主なものは、旧合併特例事業債及び

緊急防災・減災事業債の増額などであります。 

 

 

議案第１４号 

   令和６年度竹田市立こども診療所特別会計予算について 

 

 予算総額は、歳入歳出ともに８，８７２万円となります。 

 その主なものは、歳出では、総務費、医業費、公債費を計上しております。 

 歳入では、診療収入、使用料及び手数料、繰入金を計上しております。 

 

 

議案第１５号 

   令和６年度竹田市長湯温泉療養文化館特別会計予算について 

 

 予算総額は、歳入歳出ともに６，５２８万２千円となります。 

 その主なものは、歳出では、総務費、施設費を計上しております。 

 歳入では、事業収入、諸収入及び繰入金を計上しております。 
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議案第１６号 

   令和６年度竹田市国民健康保険特別会計予算について 

 

 予算総額は、歳入歳出ともに３２億５，０８２万円となります。 

 その主なものは、歳出では、総務費、保険給付費、国保事業費納付金、保健事業

費、諸支出金を計上しております。 

 歳入では、国民健康保険税、県支出金、繰入金、諸収入を計上しております。 

 

 

議案第１７号 

   令和６年度竹田市後期高齢者医療保険特別会計予算について 

 

 予算総額は、歳入歳出ともに５億２，４３５万７千円となります。 

 その主なものは、歳出では、総務費、後期高齢者医療広域連合納付金を計上して

おります。 

 歳入では、後期高齢者医療保険料、繰入金を計上しております。 

 

 

議案第１８号 

   令和６年度竹田市介護保険特別会計予算について 

 

 予算総額は、歳入歳出ともに３９億５２７万３千円となります。 

 その主なものは、歳出では、保険給付費、地域支援事業費を計上しております。 

 歳入では、保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金を計上して

おります。 

 

 

議案第１９号 

   令和６年度竹田市浄化槽整備推進事業特別会計予算について 

 

 予算総額は、歳入歳出ともに２億３，４１３万１千円となります。 

 その主なものは、歳出では、総務費、浄化槽整備費、公債費を計上しております。 
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 歳入では、使用料及び手数料、国庫支出金、繰入金、市債を計上しております。 

 

 

議案第２０号 

   令和６年度竹田市久住高原荘特別会計予算について 

 

 予算総額は、歳入歳出ともに、１，２００万円となります。 

 その内容は、歳出では、施設費を計上しております。 

 歳入では、繰入金を計上しております。 

 

 

議案第２１号 

   令和６年度竹田市水道事業会計予算について 

 

 収益的収支では、収入１億６，０６０万５千円、支出１億５，３８０万４千円を、

資本的収支では、収入４，４８３万４千円、支出１億８９１万８千円を計上してお

ります。資本的収支の不足額については、過年度損益勘定留保資金等により補填し

ております。 

 

 

議案第２２号 

   令和６年度竹田市簡易水道事業会計予算について 

 

 収益的収支では、収入２億３，５３０万４千円、支出２億３，０３９万４千円を、

資本的収支では、収入２，６２４万８千円、支出１億１，７３７万円を計上してお

ります。資本的収支の不足額については、当年度損益勘定留保資金等により補填し

ております。 

 

 

議案第２３号 

   令和６年度竹田市農業集落排水事業会計予算について 
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 収益的収支では、収入１億１，７６８万８千円、支出９，２１１万８千円を、資

本的収支では、収入３，９００万１千円、支出８，５１５万５千円を計上しており

ます。資本的収支の不足額につきましては、当年度利益剰余金等により補填してお

ります。 

 

 

議案第２４号 

   竹田市教育委員会委員の任命について 

 

 この案は、竹田市教育委員会委員の「佐藤 恵」氏が令和６年３月３１日をもっ

て辞職するため、その後任として「進 みづほ」氏を任命したいので、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定

により議会の同意を求めるものであります。 

 

 

議案第２５号 

   竹田市長及び副市長の給与に関する条例及び竹田市教育委員会教育長の給与

及び旅費に関する条例の一部改正について 

 

 この案は、市長、副市長及び教育長の給料月額の減額を、令和６年４月１日から

令和７年３月３１日まで延長するため、所要の改正を行うものであります。 

 

 

議案第２６号 

   竹田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

 この案は、国家公務員の取扱いに準じて、災害応急作業に従事する職員の特殊勤

務手当の支給等について規定するため、所要の改正を行うものであります。 

 

 

議案第２７号 

   竹田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正について 
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議案第２８号 

   竹田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 以上の２案件は、関連がありますので、一括してご説明申し上げます。 

 これらの案は、地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）の施

行等に伴い、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について、所要の改正を行うもの

であります。 

 

 

議案第２９号 

   竹田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につ

いて 

 

 この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）が令和５年６月９日に公布

されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 

 

議案第３０号 

   竹田市道路占用条例の一部改正について 

 

 この案は、道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）の一部改正により国道に

おける占用料の額が改定されたことに準じ、市が管理する道路の占用料の額を改定

するため、所要の改正を行うものであります。 

 

 

議案第３１号 

   竹田市水道事業給水条例の一部改正について 

 

 この案は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律

（令和５年法律第３６号）が令和５年５月２６日に公布され、水道整備・管理行政

の権限が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されることに伴い、所
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要の改正を行うものであります。 

 

 

議案第３２号 

   竹田市水道事業の設置に関する条例の一部改正について 

議案第３３号 

   竹田市簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

議案第３４号 

   竹田市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

 以上の３案件は、関連がありますので、一括してご説明申し上げます。 

 これらの案は、地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）の施

行に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 

 

議案第３５号 

   竹田市久住高原荘条例の一部改正について 

 

 この案は、竹田市久住高原荘の旧グラウンドゴルフ場をキャンプ場として運用す

るため、所要の改正を行うものであります。 

 

 

議案第３６号 

   竹田市身体障害児及びひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正

について 

 

 この案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改

正する法律（令和５年法律第３０号）の施行に伴い、所要の改正を行うものであり

ます。 
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議案第３７号 

   竹田市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 

 この案は、保護者の経済的負担の軽減等のため、現在は中学生まで助成している

医療費について、高校生等まで拡大して助成するため、所要の改正を行うものであ

ります。 

 

 

議案第３８号 

   竹田市介護保険条例の一部改正について 

 

 この案は、第９期介護保険事業計画の策定に伴い、令和６年度から令和８年度ま

での介護保険料を条例に定める必要があるため、所要の改正を行うものであります。 

 

 

議案第３９号から議案第４２号まで 

   財産の貸付けについて 

 

 以上の４案件は、いずれも財産の貸付けに関する件でありますので、一括してご

説明申し上げます。 

 これらの案は、土地を貸し付けることについて、竹田市統一財産等管理条例（平

成１７年竹田市条例第６２号）第９条第３項の規定により、議決を求めるものであ

ります。 

 

 

議案第４３号 

   財産の無償譲渡について 

 

 この案は、市の財産を無償譲渡するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定により、議決を求めるものであります。 
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議案第４４号及び議案第４５号 

   他の普通地方公共団体の公の施設を竹田市の住民の利用に供させることに関

する協議について 

 

 以上の２案件は、いずれも他の普通地方公共団体の公の施設を竹田市の住民の利

用に供させることに関する協議でありますので、一括してご説明申し上げます。 

 この案は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３第２項の規定

に基づき、大分市及び別府市の公の施設の一部を竹田市の住民の利用に供させるこ

とについて、議決を求めるものであります。 

 

 

議案第４６号 

   竹田市荻堆肥センターの指定管理者の指定について 

議案第４７号 

   竹田市あじさい農産加工所の指定管理者の指定について 

議案第４８号 

   竹田市すごう農産加工所の指定管理者の指定について 

 

 以上の３案件は、いずれも指定管理者の指定に関する件でありますので、一括し

てご説明申し上げます。 

 これらの案は、竹田市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例（平成

１７年竹田市条例第７８号）第４条の規定に基づき、公の施設の指定管理者を選定

しましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、議決を求めるものであります。 

 

 

議案第４９号 

   市道路線の廃止について 

 

 この案は、市道１路線の起点が変更となるため、廃止するものであります。 
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議案第５０号 

   市道路線の認定について 

 

 この案は、県道の旧道移管等に伴い、市道３路線の認定を行うものであります。 

 

 

 以上をもちまして、本定例会に提出いたしました諸議案の説明を終わります。 

 何とぞ慎重ご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 


